
　
浄
化
槽
に
は
、
定
期
的
な
保
守
点
検
・
清
掃
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も
ち
ろ
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付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
適
正
な
維
持
・
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
放
流
水
の
水
質
悪
化
や
悪
臭
の
発
生
な
ど

で
、
自
然
環
境
や
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

こんなときには届け出が必要です

　転勤などにより１年以上浄化槽を
使用しない場合や、休止していた浄
化槽を再度使う場合にも手続きが必
要です。保守点検および清掃を実施
している業者などにご相談ください。
　各種届け出は、変更があった日か
ら30日以内に環境整備課へ提出して
ください。
■�下水道接続・建物取り壊しなどで
浄化槽を廃止した場合

　浄化槽使用廃止届出書を提出して
ください。
■浄化槽管理者に変更がある場合
　浄化槽管理者変更報告書を提出し
てください。
※届出用紙は市のホームページから
ダウンロードするか、環境整備課に
置いてあるものを使用してください。

　法定検査には、使用開始後の検査と毎年１回の定期検査の
２つ検査があり、次の県知事指定検査機関が検査を行います。
県知事指定検査機関

　 ▽（公社）広島県環境保全センター（☎０８２-８４９-６
　　４１１）
　 ▽（公社）広島県浄化槽維持管理協会（☎０８２-５４６-
　　２１６８）

使用開始後の検査
　浄化槽を新設・変更したときは、設置工事が正しく行われ
ているかなどの検査を受ける必要があります。
　使用開始後３か月が経過した日から５か月以内に、県知事
指定検査機関の検査を受けてください。
申し込み方法

　浄化槽設置届の提出時に、検査の依頼書を添付してください。

毎年１回の定期検査
　浄化槽の浄化機能が十分に発揮されているか確認するため、
毎年１回、県知事指定検査機関の検査を必ず受けてください。
検査項目

　 ▽ �ポンプの稼動状況、悪臭の発生状況、蚊・ハエなどの発
生状況、消毒の実施状況などの確認

　 ▽ �放流水の水質検査などにより、浄化槽が正常に働いてい
るかを検査

　 ▽保守点検・清掃の記録などのチェック
申し込み方法

　県知事指定検査機関との契約が必要です。契約書の様式は、
指定検査機関に送付してもらうか、環境整備課に備え付けの
ものをご利用ください。
※検査手数料は各検査機関にお問い合わせください。

使用開始後の検査と
毎年１回の定期検査が必要！

問
い
合
わ
せ
先
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